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令和６年 第９回 小鹿野町教育委員会定例会 議事録 

開催年月日 令和 6年 9月 25日（水） 

開 催 場 所 小鹿野文化センター 会議室 2 

開催宣言時刻 

宣 言 者 

開会 午後 1時 30分 【武藤教育長】  

閉会 午前 2時 43分 【武藤教育長】 

出 席 委 員 

教育長  武藤 彰男 

１号委員 中山 忍 

２号委員 石田 加津美 

３号委員 守屋 敏夫 

出  席  者 

学校教育課長兼所長     加藤 恭浩 

生涯学習課長兼館長     髙田 行敏 

学校教育課指導主事兼副主幹 渡部 顕 

学校教育課主査       岩本 直樹 

欠  席  者 ４号委員 八宮 悟 

議 事 録 

署 名 委 員 

１号委員 中山 忍 

２号委員 石田 加津美 

書    記 学校教育課主査 岩本 直樹 

会      議     録 

学校教育課長

兼所長 

皆さん、こんにちは。定刻となりましたのでただいまから、令和 6年第 9回小

鹿野町教育委員会定例会を始めさせていただきます。はじめに教育長からあいさ

つを申し上げます。 

教育長 【あいさつ】 

学校教育課長

兼所長 

それでは議事に入らせていただきます。議事の進行につきましては、教育長に

お願いします。 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

教育長 それでは議事に入ります。 

はじめに、日程第 1議事録署名委員の指名でありますが、今回は中山委員と石

田委員にお願いします。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

１ 小鹿野町立小中学校における欠席児童生徒の調査報告について 

教育長 次に、日程第 2 報告 教育長報告 1 小鹿野町立小中学校における欠席児童生

徒の調査報告についてお願いします。 

学校教育課指

導主事兼副主

幹 

令和 6 年 4 月から 7 月末までの報告になります。8 月中については夏休み中に

なりますのでカウントはございません。 

【資料：「小鹿野町立小中学校における欠席児童生徒の報告」について説明】 

教育長 担当から欠席児童生徒の報告について説明をさせていただきました。 

なにかご質問等ございますか。 

３号委員 よろしいでしょうか。資料の欠席日数だけを見た感想ですが、小学校の病欠が

多いなと思いました。小学校から中学校に行った際に人数が多い中で苦労する子

どもが多いのかなと感じました。もちろん入院等されると長期の病欠になるかと

思いますが心配になりました。 
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学校教育課指

導主事兼副主

幹 

実際に入院していた子もおり、その子については理由がはっきりしております。 

長期欠席の子の中には 3日休みが続いたりして純粋に病気欠席なのか、若しく

はなにか悩みを抱えていて休んでいるのかについては生徒指導を通じて学校で確

認をしております。疑わしい場合は報告も上がってきますのでこちらでも確認を

させていただきます。 

教育長 その他なにかございますか。 

１号委員 よろしいでしょうか。プリント対応をしているとのことですが、こちらはどの

程度まで行っていただいているのでしょうか。 

小学校のうちにプリント対応の内容をよく理解できないまま中学校に上がって

勉強が分からずに休みが増えてしまったりしないかなという心配があります。 

また、タブレットをオンラインで活用できているのか伺えればと思います。 

学校教育課指

導主事兼副主

幹 

プリント対応については対象の児童生徒が多いので一律に同じ対応はできてい

ません。実態に応じて必要なプリント対応をしております。学習保障をするため

個々の状況に応じて対応に漏れがないように学校の方でも対応しております。 

タブレットにつきましては使用環境が整ってきておりますので、授業には出席

できなくてもカメラを付けて自宅から参加するなど、学習支援ソフトを自分でで

きる子どもは行っている状況です。 

教育長 その他なにかございますか。 

３号委員 もう一点よろしいでしょうか。中学校の長期欠席者の中で体育祭に参加できた

生徒は何人ほどいたのでしょうか。体育祭などの行事に出てくるとちょっとした

きっかけになりますし、クラスの中でも存在感が出てくるかと思います。不登校

も少しずつ解消するのかなと思います。 

学校教育課指

導主事兼副主

幹 

実数は確認はしておりませんが、行事は一つのチャンスだと思いますので学校

の方でも重点的に働きかけをしております。普段来ることができない生徒でも、

体育祭には行きたいという子もおりましたので働きかけは大切だと思います。 

教育長 その他なにかございますか。 

委員一同 （質問等なし。） 

教育長 よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

２ 小鹿野町議会９月定例会一般質問及び答弁書について 

教育長 次に、日程第 2 報告 教育長報告 2 小鹿野町議会 9 月定例会一般質問及び答

弁書についてお願いします。 

学校教育課主

査 

小鹿野町議会 9月定例会一般質問及び答弁書についてご報告いたします。 

【資料：「小鹿野町議会 9月定例会一般質問及び答弁書」について説明】 

教育長 なにかご質問等ございますか。 

委員一同 （質問等なし。） 

教育長 よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告）  

３ 学校ネットパトロール（８月分）について 

教育長 次に、日程第 2報告 教育長報告 3 学校ネットパトロール（8月分）について

お願いします。 

学校教育課主

査 

学校ネットパトロール 8月分についてご報告いたします。 

【資料：「学校ネットパトロール（8月分）」について説明】 

教育長 学校ネットパトロール 8月分についてご説明させていただきました。 
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なにかご質問等ございますか。 

１号委員 よろしいでしょうか。報告に上がってくる生徒が鹿中の生徒であるというのは

制服を着ている画像などで判断しているということでしょうか。 

学校教育課主

査 

制服を着ているなど直接的に分かる要因で判断できる場合もありますが、業者

の方で投稿内容から鹿中の生徒である可能性が高い場合でも報告には上がってき

ます。 

１号委員 報告に上がってくる生徒以外でも SNS を利用している生徒は沢山いるかと思い

ますが、そういった子たちは制服を着ていないから調査対象に引っかからない場

合もあるのでしょうか。 

学校教育課主

査 

そのようなことも考えられますが、アカウントを非公開にしている子たちも沢

山いると思います。そういった子たちは投稿していても業者が確認しきれない面

があるかと思います。 

１号委員 学校としては業者からネットパトロールの報告があった子は指導をしてもらっ

ているかと思いますが、普段学校で生徒と関わっている中で SNSの投稿について

話などを聞いて指導をすることもあるのでしょうか。 

学校教育課主

査 

直接的な指導についてはこのネットパトロールで上がってきた生徒に限ってし

まっておりますが、その他は一般的な SNSの使い方について、個別の案件を出す

のではなく全体的なところで指導をしているかと思います。 

教育長 ネットパトロールに引っかかっていない生徒でも友人同士の情報が職員の耳に

入ったり、たまたま情報が入ったりした場合でも指導に繋げております。 

その他なにかございますか。 

委員一同 （質問等なし。） 

教育長 よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第２ 報告（教育長報告） 

     ４ その他 

教育長 それでは、日程第 2 教育長報告 4 その他でありますが、なにかある方はおり

ますか。 

一同 （発言なし。） 

教育長 よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第３ 議事 

報告第１４号 要保護・準要保護の認定について 

教育長 それでは、日程第 3 報告第 14号 要保護・準要保護の認定についてお願いし

ます。 

学校教育課長

兼所長 

こちら報告第 14号要保護・準要保護の認定についてでございますが、9月に認

定申請はありましたが、申請の翌月の 1日に承認を出していることから、この報

告の承認については来月の定例会で報告させていただくことに変更させていただ

ければと思います。 

こちらはすでに告示をしていることから、次第については変更せずに載せさせ

ていただきました。申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。 

教育長 今課長から説明があったとおりになりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは次に進みます。 

日程第３ 議事 

報告第１５号 教育委員会後援等の承認について 
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教育長 それでは、日程第 3 報告第 15号 教育委員会後援等の承認についてお願いし

ます。 

学校教育課主

査 

令和 6年 8月中に申請のあった後援等の依頼について承認しましたのでご報告

いたします。8月中は後援 2件の申請がございました。 

【資料：「報告第 15号 教育委員会後援等の承認」について説明】 

教育長 今回後援の報告は 2件になります。 

なにかご質問、ご意見等ございますか。 

委員一同 （質問等なし。） 

教育長 よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第３ 議事 

報告第１６号 小鹿野町教育委員会会計年度任用職員の任命について 

教育長 それでは、日程第 3 報告第 16号 小鹿野町教育委員会会計年度任用職員の任

命についてお願いします。 

学校教育課主

任 

小鹿野町教育委員会会計年度任用職員の任免について、小鹿野町教育委員会事

務委任規則第 3条第 1項の規定により処理をしたので、小鹿野町教育委員会事務

委任規則第 3条第 2項の規定により、別紙のとおり報告いたします。 

【資料：「報告第 16号 小鹿野町教育委員会会計年度任用職員の任命」につい

て説明】 

教育長 8月から 9月にかけて、5名の任免がございました。 

なにかご質問等ございますか。 

委員一同 （質問等なし。） 

教育長 よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程第４ その他 

      １ 彩の国教育の日（教育週間）における学校訪問について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 1 彩の国教育の日（教育週間）における学校訪問

についてお願いします。 

学校教育課主

査 

こちらにつきましては資料はございませんので口頭でご説明いたします。 

埼玉県では、毎年 11月 1日を「彩の国教育の日」、11月 1日から 7日までを「彩

の国教育週間」と定めており、小鹿野町においては毎年この期間に合わせて教育

委員さんの学校訪問を実施しております。昨年度は教育委員さんの変更もあった

ため 12月に開催することで調整を進めておりましたが、学校で感染病の蔓延など

があり学級閉鎖が発生したため中止となりました。今年度については例年通り 11

月 1日から 7日までの教育週間の期間で学校訪問を実施できればと考えておりま

す。 

日程等については学校の受け入れ可能時間等を今後確認させていただいて改め

てご案内させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

また昨年度に実施いたしました、おがのこども園の見学についてもこども園の

方が受入可能であれば実施できればと考えております。 

教育長 彩の国教育週間の学校訪問についてご説明させていただきました。学校の受け

入れ体制等確認して教育委員皆さまには連絡させていただきます。 

なにかご質問等ございますか。 

委員一同 （質問等なし。） 
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教育長 よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

日程４ その他 

    ２ 秩父地区教育委員会連合会管内視察研修会について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 2 秩父地区教育委員会連合会管内視察研修会につ

いてお願いします。 

学校教育課主

査 

秩父地区教育委員会連合会管内視察研修についてご説明いたします。 

この視察研修会は毎年秩父郡市 1市 4町を順番に会場として開催されており、

各市町の教育長及び教育委員さんが一堂に会して、教育委員さん同士の交流や知

見を深めるため開催されているものでございます。 

昨年度は小鹿野町を会場として、札所 32 番法性寺、ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾊﾟｰｸ神怡館、小鹿

野町役場新庁舎を巡る視察研修会が開催されました。今年度につきましては皆野

町を会場に開催されます。 

【資料：「秩父地区教育委員会連合会管内視察研修会」について説明】 

教育長 10月 10日に皆野町内で視察を行います。 

委員皆様のご都合はいかがでしょうか。 

委員一同 （都合の悪い人なし。） 

教育長 それでは本日欠席の委員さんの都合を事務局で確認させていただき報告させて

いただきます。それでは次に進みます。 

日程第４ その他 

     ３ 次回日程について 

教育長 それでは、日程第 4 その他 3 次回日程についてお願いします。 

学校教育課主

査 

次回の令和 6 年第 10 回定例会の日程ですが、第一候補日が 10 月 23 日（水）

の午後、第二候補日が 10月 30日（水）の午後、この二日間どちらかの日程で開

催できればと考えております。 

委員皆様のご予定をご確認いただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

教育長 委員皆様のご都合はいかがでしょうか。 

３号委員 水曜は申し訳ありませんが都合が悪いです。 

教育長 それでは本日欠席の委員さんの都合を確認させていただいて決定したいと思い

ます。 

学校教育課主

査 

 確認でき次第改めてお知らせさせていただきます。 

日程第４ その他 

     ４ その他 

教育長 それでは、日程第 4 その他 3 その他ですがなにかございますか。 

学校教育課長

兼所長 

はい、小学校統合に関わることを何点かご報告させていただきます。 

一点目ですが、新小鹿野小学校の校歌について机上に CDを配付せていただきま

したのでよろしくお願いします。 

二点目ですが、すでに主幹から通知をお渡ししてあるかと思いますが、ジャー

ジの採寸についてでございます。10月に入りましたらカトウヤさんと加藤スポー

ツさんに割り振りをいたしまして、在校生 1年生から 5年生までの採寸を行いま

す。なお、新入学生児童については年明け 1月 30日に入学説明会がございますの
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で、そちらの中で採寸を行う予定でおります。 

三点目が校旗についてですが、来月業者選定の入札を行う予定でおります。そ

のため 11月に入って業者が決定することになるかと思います。製作については 2

～3ヵ月程度を予定しております。 

四点目として統合する長若小学校、三田川小学校、両神小学校についてでござ

いますが、こちらはスクールバスを運行する予定ですが運行する業者が先月の入

札で決定いたしました。業者は町内の関口商店となります。令和 7年度から 3年

間の長期契約ということでお願いをしております。 

五点目として校歌のパネルについてですが、夏休み中に高学年の児童には校歌

パネルの文字を一字一字彫っていただきました。先日の技の教室の時に枠の中に

当てはめてブラッシュアップをしていただいております。しばらく体育館に保管

をして春休み期間中頃に完成させる予定でおります。 

最後になりますが、両神地区の方で黒海土バイパスに横断歩道の設置について

要望を頂いており学校教育課の方で現在動いております。警察と県土整備事務所

と連絡調整をしながら設置に向けて調整を進めております。設置の時期について

はまだ申し上げられませんがそのような形で進めておりますのでご承知おきくだ

さい。報告は以上となります。 

教育長 統合に関することについてご報告させていただきました。 

なにかご質問等ございますか。 

１号委員 よろしいでしょうか。ジャージの通知を頂きましたが、学校によってカトウヤ

さんと加藤スポーツさんどちらで採寸をするか記載に違いがあるようでした。三

田川小学校と両神小学校はカトウヤさんだけ、小鹿野小学校と長若小学校はカト

ウヤさんと加藤スポーツさんの二つの業者さんで採寸が出来るようでしたが、ジ

ャージの購入は統合後はこの 2社どちらでも購入できるということでよろしいの

でしょうか。 

学校教育課長

兼所長 

どちらでも購入ができます。どちらのお店に行っていただいても採寸もできる

のですが、片方に偏ってしまうことを心配して一応は指定をさせていただいてお

ります。 

１号委員 三田川小学校と両神小学校はどちらのお店でも購入できることを知らないので

はないでしょうか。 

学校教育課長

兼所長 

今回の通知は採寸についてでございますので、販売については新年度近くにな

りましたら改めて情報提供をさせていただく予定でおります。 

教育長 その他なにかございますか。 

生涯学習課長

兼館長 

はい、生涯学習課から二点ほど資料を置かせていただきましたのでご説明いた

します。 

【資料：「ようばけ対岸境界測量業務委託」について説明】 

【資料：「全国地芝居サミット inおがの」について説明】 

教育長 ようばけの件と全国地芝居サミットの件を報告させていただきました。 

その他なにかございますか。 

一同 （発言なし。） 

教育長 よろしいでしょうか。  

それでは、以上をもちまして、議事の進行を終了させていただきます。ありが

とうございました。 
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学校教育課長

兼所長 

ありがとうございました。それでは以上を持ちまして令和 6年第 9回小鹿野町

教育委員会定例会を終了させていただきます。 

 


